
一108一 第2部 各 論

第2章 公衆電気通信

第1節 概 況

昭和51年 度においては,電 電公社にとって懸案であった電信電話料金の改

定が実施された。

財政基盤の確立を図るべ く51年6月1日 実施を目指して第77回 国会に提出

されていた公衆電気通信法改正案は,諸 般の事情により継続審議とな り,引

き続 く第78回 国会(臨 時会)会 期末にようやく成立 し11月17日 から料金改定

が実施された。料金改定の遅延に対処するべ く補正予算により,収 入予算は

3,153億 円の減補正を行い,建 設投資額も1,500億 円の削減を行ったが,1兆

3,618億 円の建設投資額により一般加入電話208万 加入,公 衆電話4万8千 個

が増設されるとともに,新 電話局495局 及び市外回線等の建設が行われた。

この結果,51年 度末における加入電話等の総数は3,372万1千 加入(対 前年

度比6%増)と な り,人 口100人 当た りの普及率は29.7加 入 となった。

また,申 し込んでもまだ付いていない積滞電話の数は,51年 度末で22万9

千と前年度に比ぺ半減 した(50年 度末48万1千)。

サービスの多様化についても努力が払おれ,プ ッシュホン,キ ャ ッチ ホ

ン,ポ ケットベルサービス,電 話ファクス等が前年度に引き続き拡充された

ほか,新 たに ミニプッシュホン,「でんわぱん」(不在案内)サ ービス等の提

供が開始された。

電電公社の事業経営についてみると,料 金改定遅延の影響によって当初予

算で489億 円の黒字を出す予定であったのが,51年 度決算において1,425億

円の赤字とな り,49年 度以降3年 連続の赤字決算となった。

農林漁業地域における有線放送電話は,電 電公社の加入電話の普及,経 営

状況の悪化等に伴い,施 設数,端 末設備数とも毎年減少す る傾向にある。

次に,国 際電気通信についてみると,51年 度における主要三大業務の取扱
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数 は 前年 度 に比 べ,国 際 電 報5%減,国 際 加 入 電 信22%増,国 際 電 話18%増

とな って い る。

国 際電 電 の収 支 状 況 は,営 業 収益906億 円(対 前 年 度 比17.4%増),営 業 外

収 益 等 を 含 めた 総 収 益 は961億 円 であ る。 一 方 営 業 費 用 は741億 円(同16.4%

増),営 業 外 費 用 及 び納 税 引 当金 等 を 含 め た総 費 用 は870億 円で あ り,当 期 利

益 金 は91億 円(同22.5%増)と な っ た。

第2節 国内公衆電気通信の現状

1電 電公社業務

電 電公 社 は,国 内 公 衆 電 気通 信 サ ー ビスを運 営 す る公 共 企業 体 と して27年

に設 立 され た。51年 度 末 現 在,そ の主 な 取 扱 局数 は電 報 電 話局1,468局,電

話 局169局,電 報 局(無 線 電報 局 を 含 む 。)27局,市 外 電 話局12局 とな って

お り,約32万 名 の 職 員 が 従 事 してい る。

この ほか,電 電 公 社 で は 郵便 局,国 際 電 電,日 本 国 有 鉄 道 等 へ各 種 サ ー ビ

ス の一部 を 委 託 し,あ まね くサ ー ビスの 提 供 を 図 る と と もに,き め 細 か い サ

ー ビスの提 供 に つ い て も配慮 を して い る。

(1)電 報

電 報 の通 数 は,加 入 電話,デ ー タ通 信 等 の 開発,普 及 に 伴 い近 年 減 少 の 一

途 を た どっ てお り,51年 度 には4,189万 通 と前年 度 に 比 べ 約7%の 減 少 とな

った。 ま た,総 電 報通 数 中 に 占め る慶 弔 電報 の割 合 は,約66%(2,749万 通)

と前年 度 に 比 べ て 更 に大 き くな って い る(第2-2-1図 参照)。

電報 事 業 の 収 支 は,利 用 通 数 の 減 少 や諸 経 費 の増 高 等 に よっ て毎 年 大 幅 な

赤 字 を続 け て お り,51年11月 の 料 金 改定 に よっ て も若 干 の 改 善 が図 られ た に

過 ぎな い。

(2)加 入 電 信

加 入 電 信 加 入数 の伸 びは,景 気 の 停 滞 や,フ ァ クシ ミ リ,デ ー タ通 信 へ の

移 行等 の要 因 に よ り頭 打 ち の状 況 に な っ て お り,51年 度 末 の総 加 入 数 は,7
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第2-2-1図 電 報 通 数 の 推 移
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(注)()内 は 総 通 数 中 に 占 め る慶 弔 電 報 通 数 の

割 合 で あ る。

第2-2-2図 加 入 電 信 加 入 数 の 推 移
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万6千 加 入 と前 年 度 比2%の 増 加 に と どま っ た(第2-2-2図 参 照)。

ま た,そ の利 用 状 況 を1加 入 当た りの通 信 料 で見 てみ ると,他 の 通信 手 段

の発 達 や,利 用 の少 な い層 へ の普 及 を 反 映 して下 降 傾 向を 示 して お り,41年

度 が 月額1万8,500円 で あ った の に対 し,51年 度 は 月額1万3,400円 とな った。

(3)電 話

電 話 は,通 信 技 術 の 革 新 及 び経 済 の 発 展,生 活 水 準 の 向 上 等 の 要 因 に よ っ
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て 近年 急 速 に 普 及 し,今 や 日常 生 活 や企 業 活 動 に 欠 くこ と の で きな い 基 幹 的

な通 信手 段 と して の地 位 を 占め るに至 っ て い る。

電 電公 社 が 提 供 して い る電 話 に は,一 般 家 庭 や 事 業 所 等 で使 用 され る加 入

電 話 や,街 頭 や 店 頭 に 設 置 され て公 衆 の利 用 に 供 され る公 衆 電 話 が 代 表 的 な

もので あ るが,こ の ほか に も,沿 岸 を航 行す る船 舶 に 設 置 され て陸 上 との 間

の通 話 に 用 い られ る船 舶 電 話 や,国 鉄新 幹 線 に設 置 され て い る列 車 公 衆 電 話

等 の特 殊 な もの が あ る。

ア 普 及 の 状 況

(ア)加 入 電 話

51年 度 末 現 在,加 入電 話 総 数 は3,372万 加 入 で あ り,そ の 内訳 は,単 独

電 話2,980万 加 入,共 同 電 話204万 加 入,構 内交 換 電 話58万 加 入,事 業 所 集

団電 話24万 加 入,地 域集 団電 話105万 加 入 とな って い る。 な お,地 域 団体

加入 電 話 組 合 加 入 回 線 及 び有 線 放 送 電 話 接 続 回 線を も含 め た 加 入 電話 等 の

総数 は,3,372万879加 入(対 前年 度 比6%増)と な っ て い る(第2-2-3図

第2-2-3図 加入電話加入数 の推移
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参照)。

一般加入電話の積滞状況は,電 電公社の数次にわたる設備拡充計画の遂

行によって近年著 しく好転 し,51年 度末での積滞は,わ ずか23万 となった。

52年度増設予定数(220万)や,最 近における需要の沈静化からみて,全

国的な規模での積滞解消は,目 前のものになってきている。

このような加入電話の普及にもかかわらず,地 域集団電話の一般化,普

通加入区域の拡大による過疎地域への電話の普及等なお解決を要する問題

は多く残 されている。

地域集団電話は,農 山漁村地域等における集団的な電話需要に対 して設

置される多数共同電話であるが,生 活条件の変化等に よる通話量の増大に

伴い,一 般の加入電話への変更の要望が強 くなってきている。電電公社で

は,46年 度から,逐 次計画的に一般加入電話への変更を実施 して きてお

り,51年 度においては,9万 加入の一般化が行われた。

第2-2-4図 一般加入電話の積滞状況
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また,現 在,普 通加入区域外に設置 され る一般の加入電話については,

通常の料金のほか,特 別の費用の負担を要することとなってお り,こ のた

め,普 通加入区域の拡大又は負担の軽減について多 くの要望が寄せられて

いる。電電公社では,こ れらの要望に こたえるため,48年 度から順次普通

加入区域を半径5km内 まで拡大 してきてお り,自 動式局については52年
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度末までに完了する予定である。

なお,51年 度末現在,普 通加入区域外に設置されている加入電話は8万

9千 加入となっている。

(イ)公 衆 電 話

公衆電話には,個 人等に管理を委託している赤 電 話(店 頭公衆電話),

電話ボックス等に置かれている青電話(街 頭公衆電話),10円 硬貨 のほか

100円硬貨 も併用できる遠距離通話に便利な100円公衆電話等がある。51年

度には,赤 電話1万4千 個,青 電話2万4千 個,100円 公衆電話1万 個の

合計4万8千 個の公衆電話が増設され,年 度末には総数72万4千 個,人 口

千人当た り6.4個 の普及率となった。また,加 入電話で公衆にも利用でき

るよう電話機に硬貨投入装置を付加したピンク電話は51年度末総数69万3

千個となっている(第2-2-5図 参照)。

第2-2-5図 公衆電話機数の推移
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社会活動の高度化に伴い国民の生活様式は大 きく変化 し,電 話について
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第2-2-6図 主 な附属装置等の数の推移
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第2-2-7図 ポ ケ ッ トベ ル の推 移
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も,従 来 の よ うに た だ単 に通 話 が で きれ ば よい とい うだ け で な く,よ り便

利 か つ 高 度 な 機 能 を 備 え る こ とが求 め られ て きて お り,そ うい った要 求 を

満 たす た め 各 種 の 技 術 開 発 が進 め られ て きた 。

例 と しては,プ ッシ ュホ ン,電 話 フ ァ クス,ホ ー ムテ レホ ン(小 型 簡 易

交 換電 話 装 置),ビ ジネ ス ホ ン(簡 易 交 換 電 話 装 置)等 の 各種 の電 話 機 や

附属 装 置 の ほか,キ ャ ッチ ホ ン(通 話 中着 信 サ ー ビス),DIALS(電 話 計

算 サ ー ビス),不 在 案 内 サ ー ビス等 が あ る。 そ の主 な ものの 普 及 の 状 況 は,

第2-2-6図 の とお りで あ る。

また,電 話 の ネ ッ ト ・ワー クを 利用 して,無 線 に よ り外 出 を して い る人

等 を 呼 び 出す,い わ ゆ る ポ ケ ッ トベ ル サ ー ビス につ いて は,43年 開始 後 急

速 に 普 及 し,51年 度 末 にお いて は 第2-2-7図 に示 す よ うに,サ ー ビス提

供 地 域 は49地 域,加 入 数 は64万 加 入 とな った。

第2-2-8図 ダイヤル通話総通話 回数
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イ.利 用 の 状況

電 話 の利 用 状 況 を ダ イ ヤ ル通 話 の総 通 話 回数 につ い てみ る と,第2-2-8

図 の とお りで あ り,51年 度 は338億4千8百 万 回 と な っ て お り,前 年 度 に比

べ て0.6%の 増 と な った 。

また,利 用 回数 の 少 な い 住 宅 用 電 話 の 比 率 が 年 々増 加 して きた結 果,1加

入 当 た りの 電 話 利 用 回 数 は 第2-2-9図 の とお り年 々減 少 す る傾 向 を示 して

い る。

第2-2-9図1加 入1口 当た リ利用回数

回
数

年度

ウ.テ レホ ンサービス

テレホンサービスは,一 定の電話番号に電話をかけ るとあらか じめ録音さ

れている各種の情報を知 らせて くれるサービスで,公 共機関や民 間企 業 等

が,留 守番電話装置や トーキ案内装置を利用 して行っているものである。そ

の情報内容は,観 光,ス ポーツ等の レジャー情報,生 活情報をは じめ,求 人

案内,業 務案内等多岐に及んでいる。

エ.い たず ら電話等

電話は,即 時に2地 点を直結 し,音 声等による意思の疎通を可能にする通

信手段であるが,着 信側にとっては,① 呼び出し音(ベ ル)が 鳴 っ た場 合

に,応 答 しなけれぽ相手方が判明しない等,発 信者や通信内容によって選択

を行 うことが殆んど不可能であること。②発信者又は発信場所の確認が極め
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て困難であること。発信側からは,簡 単に相手方と直接通話す ることが可能

であること等の,構 造的,技 術的な特性を利用 して,い やがらせやいたずら

等の反社会的な用途に用いている事例がある。

これらの電話の悪用ともい うべき事例に対処するために,逆 探知等を用い

ることについては,通 信の秘密の保護の要請などの基本的な問題があ り,慎

重に取 り扱わざるを得ない。 しかしながら,「爆破予告電話」 に よって交通

機関の利用者等が多大の迷惑を被った り,「いやがらせ 電 話」等によって市

民生活の安寧が脅かされていること,及 び,今 後電話がます ます国民生活に

密着 した重要な通信手段となっていくであろうことを考慮 したとき,防 止規

制のための対策を検討すべき時期に来たとも言えよう。

(4)専 用サービス

電話や加入電信が,交 換網によって,任 意の加入者 との間で,自 由に通信

を行 うサービスであるのに対 し,専 用サービス(公 衆電気通信設備の専用)

は,特 定の者が,特 定の地点相互間において,公 衆電気通信設備を排他的に

使用するサービスで,料 金が定額制であることから,企 業,公 共機関等が多

量の通信を行 うのに適 した通信手段となっている。

現在,専 用の制度は,専 用回線の特性,用 途に応 じて,A規 格からL規 格

までの9規 格(G,H,Kの 規格は未設)に シリーズ化 され,各 規格は更に

伝送及び使用方法にょりD-1(帯 域使用)D-2(音 声伝送)の ように20

種類に細分化されている。

利用状況を回線数について見てみると,A～J規 格の回線数は51年 度末で

約26万8千 回線と前年度に比べて約1万2千 回線(5%)増 加 している。規

格別には,3.4KHzの 周波数帯域を使用するD規 格が約21万 回線と全体の約

80%を 占めてお り,そ の中でも通常の音声伝送が可能で専用電話として利用

されているD-2が 約19万 回線 とD規 格全体の91%を 占めている。

D規 格についで多 く利用 されているのはA規 格で,そ の回線数は,51年 度

末で5万5千 回線となっている。その他のB,C,E,F,LJの 各規格につ

いては,専 用サービス全体からみれぽ,そ の利用数は極めて少ない。
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な お,L規 格は,4MHzの 周 波数 帯 域 の伝 送 が 可 能 な もの で,テ レビジ

ョソ放 送 中継 用 と してNHK及 び 民 間 放 送 各 社 に 使 用 され て お り,51年 度末

現 在 の利 用 状 況 は,回 線 延 べ キ ロに して4万6,023kmと な って い る。

第2-2-10図 専用 回線数 の推移(A～J規 格)

千加入
501001502002500

46年 度

47

48

49

50

51

IllI隔

206.08gI

220.3451

239.6041

260.4681

255.8431

268.1941

(5)そ の他のサービス

近年,産 業,行 政,教 育等の広範な分野において,従 来の電信電話サービ

スでは十分満たされてない電気通信需要が発生 しているが,技 術革新等に基

づ く新 システムの開発により,こ のような需要に応 じて新しいタイプの公衆

電気通信サービスが提供されてお り,そ の例として映像伝送サービス,高 速

模写伝送サービス,高 速道路通信サービス等がある。

(6)電 報電話料金の改定

先の第77回 国会において継続審査とされていた 「公衆電気通信法の一部を

改正する法律」が第78回 臨時国会における慎重な審議を経た後,51年11月4

日成立 した。同法は近年悪化の一途をたどっていた電電公社の財政状況の健

全化のために,通 常電報料,加 入電話の電話使用料,通 話料等の電報電話料

金を改定することを主たる内容とするものであ り,同 年11月17日 から施行さ
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電報電話料金の改定の概要

料 金 種 別 改 定 料 金 改 定 前 料 金

1,電 報関係

(1)通 常電報料

基 本 料

累 加 料

(2)慶 弔扱料

2.電 話関係

(1)電 話使用料(月 額)

ア 基 本 料

イ 定額使用料

(例)5級 度 数料金局(東
京,大 阪等)の 単独
電話基本料 の場 合

事 務 用

住 宅 用

(2)通 話 料

(例)東 京～大阪間(320～
500km)の ダイヤル

通話料

昼 間

夜 間

(3)設 備 料

(例)単 独電話 の場合

25字 まで300円

5字 まで ごとに40円

原信 電報料 の2分 の1,但 し
配達 日の3日 以前発信の配達
日指定扱 のものは150円 を割
り引 く

改 定 前料 金 の2倍

(但 し51年 度 中 は1.5倍)

改 定 前料 金 の1.5倍
(但 し51年 度 中 は1.25倍)

2,600円(1,950円)

1,800円(1,350円)

改 定 前 料 金 の お お む ねL43倍

4秒10円

7秒10円

改 定前 料 金 の1.6倍

80,000円

25字 まで150円

5字 まで ご とに20円

僑灘 別紙料30)

1,300円

900円

4秒7円

7秒7円

50,000円

れた。

また,電 電公社が郵政大臣の認可を受けて定めるいわゆる認可 料 金 の う

ち,法 定料金に関連する料金等についても,法 定料金との均衡を図って改定

することとし,改 正法の施行 と同時に実施された。なお,そ の際,電 報の慶

弔扱料,夜 間通話料等国民生活に関係の深いものについては,郵 政審議会に

諮問 し,そ の答申を受けて認可が行われた。

改定された料金の概要は第2-2-11表 のとお りである。

なお,改 正法の審議に際 し,衆 ・参両議院の逓信委員会で付された附帯決
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議は,政 府及び電電公社に改正法施行にあた り,大 要次のことを要請 してい

る。

(ア)利 用者の意見が,反 映するような電信電話事業の運営体制の検討

(イ)電 信電話料金体系の見直 し

㈲ 心身障害者などに対する電話利用上の福祉施策の検討

㊥ 一定度数以下の利用者の通話料の減免措置の検討

㈲ 電報制度存続のための施策

㈲ 加入区域の拡大

このような附帯決議の趣旨を受けて,郵 政省および電電公社は,さ しむき

可能な次の措置を講 じた。

ω 今後の電信電話サ ービス,料 金制度のあ り方を検討するために・利用

者の代表及び学識経験者からなる 「電信電話諮問委員会」(公社総 裁 の

私的諮問機関)を 臨時に設置。

(イ)利 用者の声を反映させるため,利 用者及び学識経験者からなる 「電気

通信サ ービス利用者委員会」を設置(公 社の各通信局単位)。

㈲ ひとり暮らし老人,身 体障害者(市 町村民税の非課税者に 限 る。)等

に対 し,加 入電話を設置する際の設備料の分割払い,及 び電信電話債券

の引受免除。

㊥ 一月の利用度数が60度 以下の住宅用電話(自 動局収容のもの)の 加入

者に対 し度数料金の据置き(52年11月 まで)。

2有 線放送電話業務

(1)設 備 の 状 況

ア.施 設 数

施設 数 は,38年 度 の2,649を ピー クに 年 々減 少 してい るが,51年 度 末 にお

け る施 設数 は1,110で あ り,50年 度 末 現 在 の1,219に 比 ぺ て109(9.0%)の

減 で あ る。 そ の 内 容 は,施 設 の 統 合等 に よる名 目上 の減 少(16.8%)及 び公

社 電 話 の普 及,経 営 状 況 の悪 化 等 に よ り施 設 を廃 止 した こ と に よる 実 質上 の
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減 少(83.2%)と な っ て い る。

施設 数 の 最 近 の 年 度 別状 況 は 第2-2-12表 の とお りで あ る。

施設 の運 営 主体 は,有 線 放 送 電 話 の基 盤 が 農林 漁 業地 域 で あ る こ と もあ っ

て,農 林 漁 業 団 体 が 最 も多 く807(72.7%),次 い で 地方 公共 団体229(20.6

%),任 意 団体50(4.5%),公 益 法 人24(2.2%)と な っ て い る。

第2-2-12表 有線放送電話施設数の年度別状況
『＼

＼ 区 分

年度＼

5

6

7

8

9

0

1

4

4

4

4

4

5

5

施 設 数

1,981

1,871

1,725

1,556

1β73

1,219

1,110

各年度 中増減(△)の 内訳

新 設 数 廃 止 数 陣 減(・)数

1

4

8

5

7

0

4

5

3

2

1

1

2

222

144

174

184

200

174

113

△171

△110

△146

△169

凸183

△154

凸109

イ.規 模別分布状況

有線放送電話の1施 設平均端末設備数は1,913で あるが,規 模別の分布を

みると,平 均端末設備数以下により多 く分布 している。(第2-2-13表 参照)

第2-2-13表 有線放送電話の規模別分布状況

端 末 設 備 数 施 設 数(割 合)

上

満

以

〃

"

〃

〃

未

個

個

oo

oo

oo

oo

oo

oo

⑳

如

鎚

却

切

埴

5,000個 未 満

4,000〃

3,000〃

2,000"

45(4.1%)

48(4.3)

81(7.3)

2正0(18.9)

394(35.5)

332(29.9)

計 1,llO(100.0)



一122一 第2部 各 論

ウ.端 末 設 備 数

51年 度 にお け る端 末 設 備 数 は212万3,377個 で あ り,50年 度 末 の228万2,818

個 に比 べ て15万9,441個(7.0%)の 減 とな っ て い る。44年 度 に323万 個 と ピ

ー クに達 した 端 末 設 備 数 は ,以 後 年 々減 少 して い るが,こ れ は公 社 電話 の増

加 率 と深 い 関 係 に あ る こ とが 推 測 で き る。(第2-2-14表 参 照)

第2-2-14表 有線放 送電話端末設備数等の推移

＼ ＼＼＼ 区 分

年 度 ＼＼

5

6

7

8

9

0

i

4

4

4

4

4

5

5

有 線 放 送 電 話

端 末 設 備 数 増 加 率

3,220,137

3,135,289

2,963,629

2,745,699

2,500,163

2,282,818

2,123,377

%

△0.4

△2.6

△5.5

△7.4

△8 .9

△8.7

△7.0

公 社 電 話

加 入 数 増 加 率

16,403,390

19,228,432

22,472,086

25,632,567

28,868,412

31,702,!09

33,720,879

%
17.2

17.2

16.9

14.1

12.6

9.8

6.4

(注)公 社電話には集団電話を含む。

エ.電 電公社回線と接続 しているもの

電電公社 と接続通話契約を締結 している施設は,51年 度末において施設数

で472(全 施設数の42.5%),端 末設備数で96万8 ,916個(端 末設備総数の45.6

%)と なっている。その契約種別は,第 一種(市 内接続通話)接 続5施 設,

第二種(市 内,市 外接続通話)接 続467施 設でほとんどが第二種 接 続 であ

る。

接続有線放送電話は,39年 に制度化されて以来,47年 度まで増加の一途を

たどっていたが,48年 度か ら減少の傾向を示 している。これは,① 公社電話

の普及に伴い通話手段 としての意義が弱まってきたことにより,接 続を廃止

して,放 送を中心 とした独自の通信手段 としての機能を生かしていこうとす

る傾向があること,② 公社回線との接続は,必 ず有線放送電話側に交換手を
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必要 とす るた め,そ の人 件 費 負 担 が年 々大 き くな って きた こ と,③ 施設 の絶

対 数 が減 少 の 傾 向 に あ るこ とな どの 理 由に よ る もの と思 わ れ る。

オ。交 換 方 式

ダイ ヤ ル式 の 自動 交 換方 式 を とっ てい る施 設 は,51年 度 末 に お い て 施 設数

で780(全 施設 数 の70.3%),端 末設 備 数 で175万186個(端 末設 備 総 数 の82.4

%)と な っ て い る。

自動 式 の設 備 は,利 用 者 の利 便,交 換手 の人 件 費 節減 を考 慮 して 年 々増 加

して きた が,48年 度 か らほ ぼ 横 ぽ い の 状況 で あ る。

な お,施 設 の平 均 端 末設 備 数 は2,244個 で あ り,全 施 設 の平 均 端 末 設 備 数

1,913個 に 比べ,自 動 交 換 方 式 を と る施 設 が大 型 で あ る こ とを示 してい る。

(2)利 用 状 況

ア.利 用 者

51年 度 末 現 在 に お け る利 用 者 数 は205万4,884人 で あ り,50年 度 末現 在 の

221万6,149人 に 比 べ,7.3%の 減 で あ る。

イ.利 用 料

51年 度 にお け る利 用 料 は,全 施設 平 均 で668円 で あ り,50年 度 の635円 に比

べ33円(5.2%)の 増 とな っ て い る。 これ は,人 件 費増 が利 用 料 に 反 映 した

もの と思わ れ る。

ウ.放 送 時 間

有 線 放送 電 話 は,放 送 と通話 を一 体 と して 行 うメデ ィア で あ るが,そ の う

ち放 送 の利 用 状 況 に つ い て み る と,51年 度 の1日 平 均 放 送 時 間 が1時 間34分

とな って い る。 最 近,有 線 放 送 電 話 は,そ の通 話 手 段 と して の意 義 が 弱 ま

りつつ あ るが,公 社 電 話 に は な い放 送 機 能 を 十 分 に 活 用 す る こ と が 望 ま れ

る。

(3)総 合 情 報 通信 シ ス テム の 開 発 調 査

48年 に設 置 され た 「地 域 通 信 調 査 会 」 に お け る検 討 結 果 を 踏 まえ,49年 度

か ら,有 線 放 送 電 話 に,遠 隔制 御,映 像 伝 送,情 報処 理 な ど の多 目的機 能 を

付加 した総 合 情 報 通 信 シ ステ ムの 開発 調 査 を 行 って い るが,51年 度 は,実 地
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に有線放送電話施設において,動 画及び静止画伝送システムの運用実験を行

った。

第3節 国際公衆電気通信の現状

1国 際通信回線の現状

国際電電は,28年 に設立 されて以来,国 際電気通信需要の増大 ・多様化に

対処して国際電気通信施設の拡充,強 化を推進 して来た結果,国 際通信回線

は逐年増加 し,51年 度末において国際電電が運用 している対外直通回線は総

計2,687回 線に達している(附 属資料第17表参照)。

これを回線種類別,対 地別にみると,そ れぞれ第2-2-15表 及び附属資料

第18表 に示すとお りであ り,衛 星回線及び海底ケーブルを経由す る回線が大

部分を占めている。

第2-2-15表 対外 直通回線 の現 況

(51年度末現在 単位:回 線)

＼ 通信系
回雛別＼

衛 星甑 蕩 対流圏
散乱波 短 波 VHF 計

国 際 電 報 回 線 41 16 ・1・ 66

国際加入電信回線 654260 41iI・1■g65

国 際 電 話 回 線 548119gll8gl・1-1・4・

際
用
線

国
専
回

電 信 級 334112・1351・1-1489

電 話 級 94132【 ・1・i-ll35

そ の 他 4 ・1・ ・1141 27

合 計 1・675i629279125 142,622

(注)1.本 表は実回線 のみ で電話 との共用を除 く。
2.電 話 との共用に よる国際写真電報30,国 際音声放送34,国 際デ ーテル1

を含む総回線数は2,687回 線で ある。

3,上 記 のほか,国 際 テ レビジ ョン35を含 める と,2,722回 線。

4.上 記 の 「そ の他」 とは,国 際写真電報,国 際 ファクシ ミリ電報,国 際音

声放送伝送,国 際 デーテルの実 回線及 び国際航空無線通話,国 際無線電話

通話 である。
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(1)海 底 ケ ーブ ル

国際 電 電 が 運 用 して い る国際 海 底 ケ ー ブル は,第 一 太 平 洋 横 断 ケ ー ブ ル

(TPC),第 二 太 平 洋 横 断 ケ ー ブ ル(第2TPC),日 本海 ケ ー ブ ル,日 本 ・

中国 間 ヶ 一 ブ ルの4ケ ー プル で あ る。 こ の うち,日 本 ・中国 間 ヶ 一 ブル は51

年10月 に 開通 した もの で,国 際電 電 と上 海 市 郵 電 管 理 局 との共 同 出資 に よ り

敷 設 した もの で あ る。

この他,国 際 電 電 は,50年9月,沖 縄 ・ル ソ ン ・香 港 間 ケ ー ブ ル(OLUHO

ケー ブル)を 建 設 す る ため の基 本 的 な 協定 を外 国 通 信 事 業 者(フ ィ リピ ソの

ETPI及 び英 国 のC&W)と の 間に 締結 し建 設 を 進 め て い た が,52年8月

運用 開始 の運 び とな った 。

これ らを 含 め た我 が 国 の 国際 海 底 ケー ブル の概 要 は第2-2-16表 の とお り

で ある。

第2-2-16表 我が国の国際 海底ケー ブル

＼ 区分
ケーブル ＼

第一太平洋横断 ケ
ーブル(TPCI)

日本海 ケーブル
(JASC)

第二太平洋横断 ケ
ーブル(TPCH)

日本 ・中国間海底
ケーブル

沖縄 ・ル ソン ・香
港海底ケーブル
(OLUHO)

陸 揚 げ 地

二 宮,グ ア ム,ウ

ェ ー キ,ミ ッ ドウ

ェ イ,ハ ワ イ

直 江 津,ナ ホ トカ

沖 縄,グ ア ム,ハ
ワイ

漣鷲
翻

偵
な
の

北
ー
市

苓
涯
海

沖縄,
港

ル ソ ン,香

回線容量(電 話
級換算)

回

138

線

120

845

480

(沖 縄 ・ル ソ ン間)
1,600

(ル ソ ソ ・香 港 間)
1,840

距 離

海 里

5,276

478

5,050

470

722

475

運用開始

39年6月

44年7月

51年1月

51年lo月

52年8月

(2)通 信 衛 星

イ ンテ ル サ ッ トの世 界通 信 シス テ ムは,51年 度 末現 在,IV号 系 衛 星(電 話

換 算4,000回 線 及 び テ レビ2回 線 の容 量 を もつ 。)が 太 平 洋,大 西 洋,及 び イ

ン ド洋 上 に 計7個,更 に,IV-A号 系 衛 星(電 話 換算6,000回 線及 び テ レビ
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2回 線 の容 量 を もつ 。)が 大 西 洋 上 に2個 設 定,運 用(又 は予 備 配 置)さ れ,

世 界 の 通 信 の か な め とな って い る。

ま た,イ ンテル サ ッ ト衛星 を利 用 す る各 国 の衛 星 通 信 所(地 球 局)の 増加

も著 し く,51年 度 末 で そ の数 は82か 国(地 域 を 含 む 。),130局(ア ンテ ナ数

161)に 達 して い る。

我 が 国 で は 国 際電 電 が茨 城 衛 星 通 信 所(高 萩 市)と 太 平 洋上 イ ンテル サ ッ

ト衛 星 を 通 じて米 国,カ ナ ダ,メ キ シ コ,オ ー ス トラ リア,ニ ユー ・ジー ラ

ン ド,中 国,香 港,フ ィリ ピ ン,タ イ等12か 国(地 域 を 含 む)と の 間 に通信

回線(51年 度 末 現 在804回 線)を 設 定 してお り,ま た,山 口衛 星 通 信所 とイ

ン ド洋上 イ ンテ ル サ ッ ト衛 星 を 通 じて英 国,西 独,フ ラ ンス,イ タ リア,ス

イス,バ ン グ ラデ シ ュ,イ ン ド,シ ンガ ポ ー ル,サ ウ デ ィ ・ア ラ ビア,ケ ニ

ア等27か 国(地 域 を 含 む)と の 間 に 通 信 回線(51年 度 末 現 在871回 線)を 設

定 してい る。

(3)対 流 圏 散 乱波 通 信(日 韓OH回 線)

我 が 国 と韓 国 との 間 の 国 際通 信 は,現 在 主 と して対 流 圏 散 乱 波 通 信 回 線

(43年6月 開 通)に よ って い る。

日本側 の 中継 所 は浜 田市 に,韓 国側 の 中継 所 は舞 竜 山(蔚 山 の北 東10km)

に あ る。 最 近 に お け る通 信 量 の増 大 に対 応 す るた め,48年 以来 回 線 を倍 増 す

る計 画 を進 め た結 果,現 在 の容 量 は4kHz電 話 換 算264回 線 とな っ た。

(4)短 波 無 線

短 波 無 線 設 備 と して は,小 山送 信 所(栃 木 県),小 室受 信 所(埼 玉 県),北

浦 受 信 所(茨 城 県),上 野 送 信 所(三 重 県)及 び 小野 受 信 所(兵 庫 県)が あ

る。 北 浦 受 信 所,上 野 送信 所 及 び 小 野 受 信所 は遠 隔 制 御 に よ り運 用 され て い

る。

現 在,短 波 回 線数 は対 外 直 通 回 線 全体 の1%を 占め るに す ぎな くな って お

り,今 後 の短 波 回 線 の 国 際公 衆 電 気 通信 面 に お け る利 用 は,広 帯 城 回線 のな

い対 地 との通 信,広 帯 城 回 線 に 障害 が起 きた 時 の バ ッ クア ップ回 線 及 び 船 舶

通 信 な どに 限定 され て ゆ く もの と思 わ れ る。
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(1)国 際 電 報

国際電報は,世 界中至るところの国又は地域との間に取 り扱われている。

取扱地域の うち特に取扱数の多い対地 とは直通回線を設定 して国際電報を取

り扱っているが,そ の他の対地 とは第三国中継によっている。国際電報の種

類は通常電報と書信電報に大別され,ほ かに付加サービスとして至急,返 信

料前払,そ の他の特別取扱がある。

51年12月 には料金が特に低 く設定されていた東南アジア諸国向けの国際電

報料金が改定された。

我が国に発着す る国際電報及び我が国が第三国の立場で中継する国際電報

の51年度の取扱数は499万 通で,前 年度の525万通に対して4.9%減 を示 して

いる。

国際電報は,か つては国際通信の主役として44年 度まで順調に伸びてきた

第2-2-17図 国際電報の取扱通 数州別分布

ア ジア州(56。0%)

ヨー ロ ッパ州(19.1%)

ア メ リカ州(18.2%)

太洋州(4.3%)
ア7リ カ州(2.4%)

影
襟

譜
万通

国際電電資料 に よる。
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が,45年 度以降は国際加入電信の自動化実施(44年8月)等 の影響を受け減

少又は停滞の傾向にある(附 属資料第19表 参照)。

51年度における国際電報の州別取扱通数分布は,第2-2-17図 に示すとお

りであ り,全 取扱数の約半数がアジア州との間のものである。

国際電報料金は,相 手側 と個別に協定 した金 フラン単位の料率に基づき対

地 ごとに定められている(附 属資料第21表 参照)。

(2)国 際加入電信

国際加入電信は,現 在では世界中のほとんどすべての地域 との間において

取 り扱われている。

我が国に発着する国際加入電信及び我が国が第三国の立場で中継する国際

加入電信の51年度の取扱数は1,971万 度で,前 年度の1,623万 度に対 して21.4

%の 増 となっている。また,州 別取扱度数分布は第2-2-18図 に示す とお り

であり,他 の業務に比べ ヨーロッパ州との間のものが多いことに 特 色 が あ

る。

第2-2-18図

ア メリカ州(31.2%)

ヨー ロ ッパ 州(30.8%)

アジア州(30.6%)

太洋州(6.1%)

ア フ リカ州(1.3%)

国際加入電信の取扱度数州別分布

1

(中
継
信
を
除
く
)
41
度
　

国
際
加
入
電
信

L
万

国際電電資料に よる。
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このサービスは国際電電の国際加入電信加入者だけでなく,電 電公社の加

入電信加入者で国際利用登録を した者も利用することができる。そのほか,

国際電電の各営業所に公衆用国際加入電信設備(テ レックスブース)が あっ

て,一 般の利用に供されている。

51年度末における国際電電の国際加入電信加入者数は5,874,電 電公社の

加入電信加入者で国際利用登録を した者の数は1万3,991で ある。

44年8月 以降,国 際加入電信の自動化が進められた結果,51年 度末におけ

る自動化率は97%に 達 している。

51年度中に自動化を導入 した対地としては,ソ 連,サ ウデ ィ・アラビア,

イラク及びエジプ トがある。

国際加入電信の料金については,我 が国としては距離に関係なく,ま た直

通回線経由,中 継ルー ト経由を区別せず,自 動接続のものについては1分 ま

でごとに1,080円,手 動接続のものについては最初の3分 まで3,240円,超 過

1分 までごとに1,080円 としている。

(3)国 際 電 話

国際電話は,現 在では,世 界中のほとんどすべての地域に対 して日本全国

いずれの地域からでも電電公社の加入電話を介 して利用することができるよ

うになってお り,国 際化が進展する中にあって,国 際通信施設の近代化,サ

ービスの向上等を反映 して,我が国の国際電話の需要は急速に伸長 してきた。

我が国に発着す る国際電話及び我が国が第三国の立場で中継する国際電話

の年度の取扱数は1,022万 度で,前 年度の857万度に対して19.3%の 増となっ

た。

51年度の国際電話の取扱度数州別分布は第2-2-19図 に示すとお りで あ

り,全 取扱数の過半数がアジア州との間のものである。

我が国で取 り扱 う国際電話の種類としては,番 号通話(ス テーション・コ

ール),指名通話(パ ーソナル ・コール),国際ダイヤル通話(自 国の加入電話か

ら外国の加入老をダイヤル発信で直接呼び出すことができる通話)等がある。

国際電話の料金は,対 地別に定められてお り,取 扱地域によっては日曜割
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第2-2-19図 国際 電話 の取扱度 数州別 分布

アフ リカ州(0.2%)

国際 電 電 資 料 に よ る。

一

ア ジ ア州(58.8%)

ア メ リカ州(22.9%)

ヨー ロッパ州(13.4%)

太 洋州(4.7%)
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除
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引料 金 を 設 け て い る と ころ が あ る。

課 金 方 式 につ い て は,オ ペ レー タを 介 す る 国際 電 話 の場 合 は,最 初 の3分 間

ま で の料 金 を 基 本 と し,そ の後 は 超 過1分 まで ご との 料 金 を 加 算 す る方式 と

な って お り,国 際 ダイ ヤ ル通 話 の場 合 は,従 来 は1分 ま で ご と に課 金 され るこ

と とな って い た が,52年2月 か ら6秒 まで ご とに 課 金 され る こ とに な った。

国 際 電話 料金 の 具体 例 は附 属 資 料 第22表 の とお りで あ る。

国 際 ダイ ヤ ル通 話 のサ ー ビスを 利 用 で き る のは,DEX(電 電公 社 の電 子交

換 機)に 収 容 され て い る電 話 の加 入者 で あ って,国 際電 電 に対 して そ の利用

登 録 を して い る加 入 電 話 に限 られ て い る。

51年 度 末 現 在 で は,目 本発 信 国 際 ダ イ ヤ ル通 話 が 可能 とな って い る対 地 は

次 の28対 地 で あ る。

また,米 国,イ タ リア,オ ラ ン ダ,西 独,ス イ ス,フ ラ ンス,ベ ル ギ ー,

イ ス ラエ ル,シ ンガ ポ ー ル,オ ー ス トラ リア,ギ リシ ア,カ ナ ダ等 の15対 地

か ら 日本着 信 の国 際 ダ イ ヤ ル通 話 が可 能 とな って い る。
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ーーグ 名 対 地

ア メ リ カ 州 ア メ リカ本 土,カ ナ ダ

ヨ ー ロ ツ パ 州

ス イ ス,西 独,オ ー ス ト リ ア,オ ラ ン ダ,ベ ル ギ ー,ノ ー ル

ウ ェ ー,デ ン マ ー ク,ス ペ イ ン,フ ラ ン ス,ス ウ ェ ー デ ン,

ギ リ シ ャ,イ タ リ ア,ア ン ドラ,モ ナ コ,ヴ ァ テ ィ カ ン,サ

ン ・マ リ ノ,リ ヒ テ ン シ ュ タ イ ン,英 国

ア ジ ア 州 博 国・講 ・・ガポール・ ・ウーイ ・

大 洋 州 ハ ワ イ,オ ー ス ト ラ リ ア,ニ ュ ー ・ ジ ー ラ ン ド

ア フ リ カ 州 カナ リー群 島

(4)国 際 専 用 サ ー ビ ス

国 際専用 サ ー ビス と して提 供 され る国 際電 気通 信 回 線 の種 類 は,1/4速 度,

1/2速 度,標 準 速 度(50b/s),75b/s,100b/s及 び200b/sの 電 信級 回線 並 び

に音声 級 回 線 で あ る。 音 声 級 回線 は,電 話,フ ァ クシ ミ リ,テ レプ リンタ等 を

交 互又 は 同時 に組 み 合わ せ て使 用 す るた め 分 割す る こ とが 認 め られ てい る。

51年 度 末 の賃 貸 回 線(デ ー タ通 信 の 回 線及 び 日本 で 接 続 す る 外 国相 互 間 の

回線 を 含 む 。)の 合 計 は,音 声 級 回 線135,電 信級 回線489で あ る。

(5)国 際 テ レ ビジ ョン伝 送

海 外 との テ レ ビジ ョ ン伝 送 は,衛 星 通 信 の 出現 に よっ て初 め て 商 用 サ ー ビ

スが可 能 とな っ た もの で あ るが,世 界 各 地 に 新 しい地 球 局 が次 々に 建設 され

た ことに 伴 い取 扱 地 域 が 拡張 され,51年 度 末 の取 扱対 地 は35対 地 とな って い

る。

51年 度 に お け る国際 テ レビ ジ ョン伝 送 の取 扱 件 数 は,430と な って い る。

(6)そ の他 の サー ビス

デ ー タ通 信 に属 さない 公 衆 電 気通 信 サ ー ビスで あ って 国 際電 電 の提 供 に 係

る もの と して は,上 記 以 外 に 次 の よ うな ものが あ る。

国際 無 線 電 報,国 際 写 真 電 報,国 際航 空 業 務 報,国 際放 送 電 報,国 際 フ ァ

クシ ミリ電 報,国 際 デ ーテ ル,国 際無 線電 話 通 話,国 際 航 空無 線電 話 通 話,
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国 際 音 声 放送 伝 送

論

3営 業所等設備

国内接続のための各種設備の保守 ・運用を担当する部門として,国 際回線

統制局及び国際通信施設局が設けられている。また,国 際電気通信の窓口機

関は第2-2-20表 のとお りである。

第2-2-20表 国際 通信の窓 ロ機関

種 別 局 数 局 所 名

国 際 電 報 局 2東 京,大 阪

国 際電 報局 分 局 11
丸 の内,京 橋,八 重 州 口,千 代田,羽 田,世 界
貿 易セ ンタ,KDDビ ル,新 阪神 ビル内,中 之島

,大 阪 国際空 港,京 都

国 際 電 話 刷 ・陣 京汰 阪

国 際電 報電 話 局 7
日本橋,新 橋,渋 谷,横 浜,名 古屋,神 戸,那

覇

国際電報電話局分局 ・i神 戸配 賜 セン・譜 天間激 港

(注)電 電公社 の窓 口機関に おいて も,国 際通信が取 り扱われ てい る。

第4節 事業経営状況

1国 内公衆電気通信事業

(1)電 電 公 社 関 係

電 電 公 社 は51年 度 末 現 在 で,職 員数32万2,100名,総 機 関数2,417,資 産総

額7兆133億 円 を擁 す る 巨大 事 業体 と して,51年 度 中 は建 設投 資額1兆3,618

億 円,事 業 収 入2兆4,808億 円 の 規 模 で 事 業 を遂 行 した の で あ るが,6月1

日を 予 定 して い た 料 金 改定 実 施 が5か 月余 り遅 れ て11月17日 とな った た め,

当初 予 算 では489億 円 の黒 字 を 見 込 ん で いた のが1,425億 円 の 赤 字 とな った。

49年 度1,753億 円,50年 度2,812億 円 に 引 き続 く3年 連 続 の 赤 字 に ょって,

過 去3年 間 の 赤 字 合 計 は5,990億 円 とな った が,会 計 上 は利 益 剰 余 金 を 取 り
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崩す こ とに よっ て処 理 され,か ろ う じて繰 越 欠 損 金 を 出 さず に済 ん だ。

ア.収 支 状 況

51年 度 の 電 電公 社 の 決算 につ い て は,総 収 入2兆5,182億 円,総 支 出 は2

兆6,607億 円 とな り,1,425億 円 の赤 字 決 算 とな っ た。

げ)事 業 収 入

51年 度 の事 業 収 入 は2兆4,808億 円 とな り対 前年 度 比 で19,4%の 伸 び と

な った。 料 金 改 定 遅 延 に よ り当初 予 算 に対 し,3,153億 円の 減補 正を 行 っ

た た め,補 正 後 予 算 対 比 で は0。6%の 増 収 とな った。

内訳 に つ い て概 観 す る と,ま ず 事 業 収 入 の90.2%を 占め る電 話 収入 は2

兆2,373億 円 で予 算 に対 し85億 円,対 前 年 度 実績 比19.6%の 増 に と ど ま

り,1加 入 当 りの 電話 収 入 は料 金 改 定 の 寄与 等 もあ って50年 度 の5万6,399

円か ら6万2,893円 へ とか な りの伸 び を 見 せ た。

公 衆電 話 料 は979億 円 で対 前 年 度 比8.2%増 とな り,1公 衆 電 話 当 た り収

入 は13万9,912円 と対 前 年 度 比1.3%増 と な った 。

電 信 収 入 は480億 円,対 前年 度 比20.8%の 増 とな り,専 用 収 入 は1,304億

円(う ち,デ ー タ通 信742億 円,対 前 年 度 比25.8%増)対 前 年 度 比19.9%

の増 とな った。 雑 収 入 は651億 円 で あ った。

(イ)事 業 支 出

51年 度 の事 業支 出は9.20%(定 昇 込 み)の ベ ー ス ・ア ップ と利 子 負 担 等

の増 大 に よ り対 前年 度 比11.3%の 伸 び とな っ た。 各 費 目の構 成 比 は,直 接

事業 費48%(う ち人 件 費34%),資 本費 用46%(う ち減 価 償 却 費32%),業

務 委託 費5%,諸 税 公 課1%と な って い る。 直 接 事 業 費 は 対 前 年 度 比9.4

%増 加 し,1兆2,509億 円,資 本 費 用 の うち減 価 償 却 費 は,対 前 年 度 比

11.8%増 加 して8,384億 円,金 融 費 用(利 子 及 び債 券取 扱 費 と債 券 発 行差

損償 却 費)は,対 前年 度比17.0%増 加 して3,700億 円 とな った。

事 業 収支 率 につ い て は51年 度 は105.3%と な った 。

イ.資 産 及 び 負債 ・資 本 の概 況

電 電 公社 の51年 度 決 算 に お け る貸借 対 照 表 の概 要 は 第2-2-22表 の とお り
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であ り,固 定資産額は6兆3,556億 円(有 形固定資産額は6兆2,761億 円),

固定負債は5兆1,411億 円(う ち電信電話債券が4兆8,090億 円)ま た,資 本

勘定は3億 円増加 し,1兆5,193億 円となった。

固定資産合計の推移は第2-2-23表 のとお りであり,内 訳 としては電気通

信機械施設及び電気通信線路施設が全体の74%,建 物及び工作物が13%,そ

の他が13%で ある。

負債の推移は第2-2-24表 のとお りであり,電 信電話債券が総額の88%と

圧倒的比重を しめている。なお,公 社は資金調達の多様化を図るべ く・51年

度米国で2回,ス イス,西 独で各1回,計1,014億 円の外債の発 行 を 行っ

た。第2-2-28表 は公社がこれまでに発行 した外債の概要である。

総資本に占める固定資産及び負債の構成比の推移は第2-2-25表 のとおり

であり,負 債の構成比がかな り高まっている。

第2-2-21表 電電公社の事業収支率

(単位:%)

年 度

事業収支率

46

99.9

47

98.7

48

98.4

49

109.0

50

113.0

51

105.3

(注)事 業収支率一 鑛 昊 ・1・・

第2-2-22表 電電公社の貸借対照表

(52年3月31日 現在 単位:億 円)

資 産 の 部 負 債 ・ 資 本 の 部

流 動 資 産 ・,・481流 動 負 債 2,938

固 定 資 産 63,556固 定 負 債 51,911

繰 延 資 酬 1,592そ の 他 の 負 債 91

そ の 他 の 資 酬 137(負 債 計) (54,940)

隣 本 勘 定 15,193

合 計1 70,133合 十
唱誓

ロ 70,133
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電電公社の固定資産の推移

(単位:億 円)

＼ 年度末
区別 ＼
有形固定資産(純 額)

無 形 固 定 資 産

合 計

47

38,903

297

39,200

48

44,737

397

45,134

49

51,451

499

51,950

50

57,770

639

58,409

51

62,761

795

63,556

.

第2-2-24表 電電公社の負債の推移

(単位:億 円)譜
流 動 負 債

固 定 負 債
(うち電信電話債券)

そ の 他 の 負 債

合 計

47

1,787

28,421
(28,239)

35

30,243

48

1,749

33,072
(32,930)

16

34,837

49

2,010

39,460
(37,889)

25

41,495

50

2,385

46,687
(42,631)

16

49,088

51

2,938

51,911
(48,090)

91

54,940

第2-2-25表 電電公社の総資本における固定資産,負 債の構成比の推移

(単位:%)

＼ 〉
_鉾 末

区 別 ＼

固 定 資 産 構 成 比

負 債 構 成 比

47

87,8

67.7

48

88.2

68.1

49

89.8

71.7

50

90.9

76.4

51

90.6

78.3
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第2-2-26表 電電公社の事業収入の推移

(単位:億 円)

竺＼＼
鴎電 話 収 入

構 成 比(%)

対前年度伸 び率(%)

電 信 収 入

構 成 比(%)

対前年度伸 び率(%)

専 用 収 入

構 成 比(%)

対前年度伸 び率(%)

雑 収 入

構 成 比(%)

対前年度伸 び率(%)

十
昌
=
口

構 成 比(%)

対前年度伸 び率(%)

47

13,009

91

16.5

374

2

52.2

560

4

14.7

402

3

12,8

14,345

lOO

17.0

48

15,160

91

16.5

374

2

△0,2

721

4

28.9

470

3

16.8

16,725

100

16.6

49

16,692

90

lo.1

382

2

2.1

903

5

25.2

513

3

9.1

18,490

100

lO.6

50

18,712

90

12.1

398

2

4.1

1,087

5

20.4

587

3

14.4

20,784

100

12.4

51

22,373

90

19。6

480

2

20.8

1,304

5

19.9

651

3

1LO

24,808

100

19,4
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第2-2-27表 電電公社の事業支 出の推移

(単位:億 円)、ぱ
直 接 事 業 費

構 成 比(%)

人 件 費(再 掲)

構 成 比(%)

減 価 償 却 費

構 成 比(%)

金 融 費 用

構 成 比(%)

資 本 費 用 計

構 成 比(%)

業 務 委 託 費

構 成 比(%)

諸 税 公 課

構 成 比(%)

十
一言
口

構 成 比(%)

47

6,339

45

4,310

30

4,842

34

1,798

13

6,640

47

988

7

195

1

14,162

100

48

7,488

46

5,176

31

5,633

34

2,ll5

13

7,748

47

1,007

6

223

1

16,466

100

49

9,710

48

6,962

35

6,483

32

2,616

13

9,098

45

1,093

5

260

1

20,162

100

50

11,431

49

8,154

35

7,500

32

3,162

13

10,662

45

1,092

5

299

1

23,484

100

51

12,510

48

8,995

34

8,384

32

3,700

14

12,084

46

1,191

5

350

1

26,135

100
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第2-2-28表 電電公社 の外債発行状 況

1米 貨 電 電 債

発 行 年 度

第1回(36年)

第2回(37年)

第3回(38年)

第4回(40年)

第5回(51年)

第6回(51年)

〃

率

%

利額
ー

ル
円

行
万
ド

百

発
(

千

(5,400)
15,000

(6,660)
18,500

(7,200)
20,000

(8,loo)
22,500

(29,851)
lOO,000

(28,232)
100,000

(14,ll6)
50,000

6.0

6.0

5.75

5.75

7。875

7.625

8.125

発 行 価 額
100ド ル セこ

つ き

95.5

96.0

96.75

97。25

99.5

100.0

99.75

償 還 年 限

年

15

15

15

15

5

5

10

者
り
%

募
回

応
利

6.596

6.527

6.167

6.101

8。015

7.625

8.170

2ド イ ツマル ク電電債

発 行 年 度

第1回(49年)

第2回(50年)

第3回(51年)

発 行 額(
百万円)

千 マ ル ク

(12,406)
100,000

(12,431)
100,000

(11,656)
100,000

率

%

利

8.75

8。25

7.75

発 行 価 額
100マ ル ク
につ き

100

99

100.5

償 還 年 限

年

7

7

7

者
り
%

募
回

応
利

8.75

8.477

7.640
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3ス イス フラソ電電債

発 行 年 度
発 行 額
(百万 円)

千 フ ラ ン

利 率

%

発 行 価 額
100フ ラ ン
につ き

償還年 限

年

応 募 者
利 回 り

%

第1回(50年)
(9,286)
80,000 7 99.5 15 7,068

第 ・回(51年)(}1る 脇 6.125 100.0 7 6.125

(注)1,2,3の 応募者利回 りは単利 計算に よる。

(2)有 線 放 送 電話 事 業

ア.事 業 収 支 状 況

51年12月 か ら52年3月 ま で の間 に事 業年 度が 終 了 した1,088施 設 の 収 入総

額 は231億 円 で,1施 設 当 た り2,126万 円 で あ り,50年 度 の収 入 総 額250億 円

に 比べ7.6%の 減,1施 設 当 た りでは2.6%の 増 とな って い る。

51年 度 の 収 入 の うち,利 用 料 は 収 入総 額 の70.8%を 占 め て お り,ほ か に,

接続 手 数 料4.0%,放 送 料3.2%,雑 収 入8,3%,運 営 費 補 助 金3.3%,繰 入金

10.4%と な って い る。

支 出に つ い て は,総 額235億 円 で,1施 設 当 た り2,162万 円 で あ り,50年 度

の支 出総 額 は256億 円 に 比べ8,2%の 減,1施 設 当た りで は2.2%の 増 とな っ

て い る。

51年 度 の 支 出 の うち,人 件 費 が53.4%と 最 も多 く以下 物 件 費24.4%,減 価

償 却 費14.4%,支 払 利 息5.4%等 とな って い る。

イ.規 模 別事 業収 支 状 況

有 線放 送 電 話 は 農 林 漁 業地 域 に おけ る通 信 メデ ィア で あ るの で 地 域社 会 の

状況 を 反映 して経 営 規 模 が 小 さい。 有 線 放 送 電 話 の経 営 に も,一 般 的 に い っ

て規模 の利 益 が 働 くと考 え ら れ,規 模 の大 きい 施設 ほ ど事 業 収 支 状 況 が 良い

傾 向に あ る(第2-2-29表 参 照)。

2国 際公衆電気通信事業

国際電電は28年3月 発足以来,国 際電気通信需要の増大に支えられ着実な
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第2-2-29表 有隷放送 電話 の規模別 事業 収支状況

収入額loo
円に対す
る支 出額

端末
設備数

100円

以 下

101円 以上

110円 以下

111円 以 上

120円 以 下

121円 以 上

130円 以 下

131円

以 上

計

5,000以 上 27 11 3 1 3 45

4,000以 上 ～

5,000未 満
32 11 2 2 1 48

3,000以 上 ～

4,000未 満
46 13 11 5 6 81

2,000以 上 ～

3,000未 満
126

1,000以 上 ～

2,000未 満
206

1,000未 満 149

計 586

41

78

59

213

12

34

31

93

16 15

20

16

60

56

77

158

210

394

332

1,110

発展を遂げ,51年 度末においてその資産総額は1,406億 円とな り,発 足当時

(33億円)の42.6倍 の規模に達している。

(1)収 支 状 況

国際電電の51年度決算は,総 収入961億 円,総 支出870億 円で収支差額は91

億円となっている。

ア.営 業 収 益

営業収益は906億 円で,対 前年度比17.4%(昨 年度の伸び率は13.3%)の

伸びとなった。

収入の大部分は,電 話,加 入電信及び電報で占められているが,近 年電話

料収入の割合が大きな比重をなしてきた反面,電 報については,こ こ数年横

ぽいないしは減少傾向をみせてお り,今 後においても電報による増収は見込

めない。

イ.営 業 費 用

総支出額870億 円のうち,営 業費用は741億 円で対前年度比16.4%の 増加と



第2-2-30表 国際電電の収支状 況の推移

区 別

年 度

総 収 入

営 業 収 入

(
再

掲
)

電 報 料

加 入 電 信 料

電 話 料

専 用 料(電信
・電話)

そ の 他

営 業 外 収 益
特 別 利 益

総 支 出

営 業 費 用

47

金 劉 轍 比
百 万 円
50,336

(124)

48,325
(124)

7,323
(lo7)

15,183
(127)

17,003
(143)

6,486
(99)

2,330
(122)

2,011
(128)

42,912
(122)

35,063
(117)

%

(100)

)

0
7
0

Q!
1

(

15

31

35

14

5

(4)

(100)

)

0
2
0

Qu
l

48

金 額 構成比

百 万 円
64,799

(129)

61,870
(128)

7,783
(lo6)

19,292
(127)

25,007
(147)

7,095
(109)

2,623
(113)

2,929
(146)

54,665
(127)

44,988
(128)

%

(100)

)

0
5
0

9
1

(

13

31

41

11

4

(5)

(100)

)

0
2
0

8
1

(

49

金 額 構成比

百 万 円

71,479

(llO)

68,102
(Ilo)

7,354
(94)

22,144
(115)

27,715
(lll)

7,588
(107)

3,301
(126)

3β 且7

(ll5)

64,426
(118)

55,286
(123)

%

(100)

(95)
(IQO)

11

32

41

ll

5

(5)

(100)

)

0
6
0

8
1

50

金 額1轍 比

燗 伽ぞ
77,139
(ll3)

7,180
(98)

25,890
(117)

31,892
(H5)

8,264
(109)

3,913
(ll9)

4,105
(122)

73,803
(ll5)

63,640
(115)

(95)
(ioo)

9

34

41

U

5

(5)

(100)

)

0

6

0

Ω
u
l

51

金 額 構成比

百 万 円

96,102

(ll8)

90,558
(117)

7,264
(101)

31,204

(12且)

38,350
(120)

9,089
(llo)

4,651
(ll9)

5,544
(135)

86,988
(ll8)

74,050
(II6)

%

(IOO)

(94)
(100)

8

35

42

bユ10

・ 量

(・)謡

(100)

1

(85)=
ら100

1



＼ 年度＼＼
、

区別 ＼

47 48 49 50 51

金 劉 構成比 金 劉 轍 比 金 劉 轍 比 金 額 構成比 金 訓 轍 比

毒
労 務 費

百 万 円

14,704

(120)

%
42

百 万 円
20,646

(140)

%

46

百 万 円
25,937

(i27) 訓轍 劃留
%

43

減価償却費1謝

鐘
そ の 他ll謂

18瀦 15瀦 16

・・'瀦 3921il雰37

篇 諾 引㌻ 鷺 畢 欄(18)11111(18)'tlll(14)

収 支 差 額
7,424
(132)

10,134
(137)

7,053
(70)

10,112
(117)

16

2翻 ・・

ll溜(14)

7,441
(106)

11,229
(lll)

31,170
(123)

1棚(15)

1

置
の

1

苗

15

42

響

9,II4
(122)

(注)1.金 額欄下段()内 の数字は,前 年度を100と した場合の指数を示す。

2.構 成比欄()内 の数字は,総 収入又は総支出を100と した場 合の指数であ る。
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な った 。 そ の 主 な もの は労 務 費(構 成 比42.8%),減 価 償却 費(同15.2%)

等 で あ る。

最 近5か 年 間 の 収支 状 況 の推 移 は 第2-2-30表 の とお りで あ る。

(2)資 産 及 び 負 債 ・資本 の状 況

51年 度 に お け る貸借 対 照 表 の概 要 は第2-2-31表 の とお りで あ る。

第2-2-31表 国際電電の貸借対照表

(52年3月31日 現在 単位:百 万円)

資 産 の 部

科 目 金 劉 構成比

流 動 資 産

固 定 資 産

有形固定資産

無形固定資産

投 資 等

45,213

95,349

72,779

10,001

12,569

32%

68

52

7

9

負 債 ・ 資 本 の 郎

科 目 降 額 構成比

流 動 負 債

固 定 負 債

(負 債 合 計)

資 本 金

法 定 準 備 金

剰 余 金

(資 本 合 計)

33,206

25,354

58,560

16,500

1,971

63,532

82,003

24%

18

(42)

12

1

45

(58)

資 産 合 計114・,5631・ ・ 簸 ・資 本 合 計i14・ ・5631・ ・

(注)固 定負債 には特定引当金を含む。


